
こんなハガキが届いたら・・・無視するか、消費生活センターへご連絡く
ださい!!!

生駒市消費生活センター　 ０７４３－７３－０５５０
　　　　（土・日・祝日を除く、午前９時～午後４時３０分）

● ハガキに記載されている問合せ先に電話すると、「今日中
に支払わないと法的手続きに移行します」「お金は後で戻って
くるので一旦支払ってください」などと言葉巧みに言われ、騙
されてしまいます。
● 身に覚えのない請求は連絡を取らないようにしましょう！

回覧

裏面へ続きます



特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金について

○対象 

申請時に満６５歳以上の高齢者が住む市内の世帯で、市税を滞納していない人 

○補助対象機器 

悪質な電話による詐欺を防ぐことを目的に製造され、自動応答録音機能がついた特殊詐欺対策

機能付電話か、自動応答録音機能がついた外付けの機器。 

補助対象機器は、１世帯につき１台とします。 

○補助金額 

対象機器の購入費と設置費の合計額の１／２ 

（上限１万円。100円未満は切り捨て） 

○募集件数 

３０件（申込み順）

○申込み方法 

購入前に、消費生活センターと防災安全課で配布する申請書類に、購入予定機器の機能が記載

されているカタログか取扱説明書、購入予定機器の金額がわかる書類（見積書など）を添えて、

平成３０年２月２８日（水）までに消費生活センターか防災安全課の窓口に直接ご提出ください。 

地域防犯活動支援事業補助金について

○対象 

月に１回以上継続した防犯活動を実施する自治会 

○補助金額 

防犯カメラの購入及び取付工事に要する費用の合計額の１／２ 

（上限１００万円。１，０００円未満は切り捨て） 

○募集件数 

平成２９年度 ５件 

○申し込み方法 

生駒市地域防犯活動支援事業補助金交付申請書ほか必要書類を添えて防災安全課の窓口に直

接ご提出ください。詳しくは防災安全課へお問い合わせください。 

お問い合わせ  防災安全課  ７４-１１１１ 内線３６４ 

※画像は一例です


